
公表：令和４年７月３０日 事業所名　　日本社会事業大学附属子ども学園

チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

①
利用者定員が指導訓練室等スペースと
の関係で適切である

13 0

・年少児の一クラスには室
内トイレを配置している。
・刺激になる玩具は目につ
かないように整理してい
る。
・今年度使用されていない
指導室も、遊びやクッショ
ン用に有効に活用してい
る。

・整理物が増え一時廊下に出さ
ざるをえない現状もあるが、こま
めに整理整頓をして、安全で快
適、適切な環境を維持していく。

② 職員の配置数は適切である

10
△１ 2

・職員の急遽のお休みの
時には企画相談室長が
フォローに入ったり他クラ
スの職員と連携をとりなが
ら指導を行っている。
・経験年数からベテランに
は年長児を主に担当して
もらい、新入職員と組んで
OJT実践が積めるようにし
ている。

・職員配置数は適切である。今
後も在園児状況を考慮しつつ、
相談担当が在席できる環境に努
めていく。
・指導場面でのフリー職員増の
希望については、研修や休暇取
得等も関連するので、在園児状
況や経営状況等を考慮しつつ適
宜検討していく。
・年々事務業務が増し、ベテラン
職員の負担も増えており、業務
改善や業務の簡略化含めた業
務分掌を工夫していく。
・ST職員の確保については継続
して公募していく。

③

生活空間は、本人にわかりやすく構造化
された環境になっている。また、障害の特
性に応じ、事業所の設備等は、バリアフ
リー化や情報伝達等への配慮が適切に
なされている

13 0

・入園から卒園まで構造化
された中で安心感や理解
力の向上が図られている。
・玄関には第三者評価の
結果を見られるようになっ
ている。
・発達段階や特性に合わ
せたグループ編成を行っ
ており、室内もグループ環
境に合わせて物、レイアウ
トを工夫している。

④
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる
環境になっている。また、子ども達の活動
に合わせた空間となっている

13 0

・毎日、登園の前後に館
内、指導室、園庭の掃除を
行っている。特にコロナ禍
でアルコール消毒、清掃
は徹底できている。
・部屋、トイレ、遊戯室等、
子どもの特性に合わせた
環境づくりを心掛けてい
る。特性に応じた構造化が
徹底されわかりやすく心地
よく過ごせている。

・建物が古くなってきたため、修
繕箇所については早期対応して
安全に期している。
・園庭の草むしりや遊具・設備等
の手入れについては、シルバー
スタッフと共に環境整備に努めて
いく。

事業所における自己評価結果（公表）
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⑤
業務改善を進めるためのPDCAサイクル
（目標設定と振り返り）に、広く職員が参
画している

13 0

・法人として年2回、業務評
価に取り組んでいて、各自
目標をもって実施してい
る。

・３年に一度の第三者評価受審
と共に、毎年児童発達支援ガイ
ドラインによる事業所評価・保護
者評価を実施しており、集計し検
討後に公表するなど確実に業務
改善につなげていく。
・評価時期は事前に職員会議に
て日程計画を提示し遂行しやす
いよう工夫していく。

⑥

保護者等向け評価表により、保護者等に
対して事業所の評価を実施するとともに、
保護者等の意向等を把握し、業務改善に
つなげている

13 0

・各行事ごと保護者アン
ケートの協力をお願いし、
ご意向等を確認し指摘事
項はできる限り対応するな
ど共に行事の改善に努め
ている。
・毎年ガイドライン利用者
評価を実施して業務改善
につなげている。

⑦

事業所向け自己評価表及び保護者向け
評価表の結果を踏まえ、事業所として自
己評価を行うとともに、その結果による支
援の質の評価及び改善の内容を、事業
所の会報やホームページ等で公開してい
る

13 0

・本法人HPや学園掲示板
に掲載し、玄関ロビーに
ファイルを設置することで
周知を図っている。

⑧
第三者による外部評価を行い、評価結果
を業務改善につなげている

13 0

・昨年度は三年に一度の
第三者による外部評価を
受け、結果報告を受け業
務改善につなげている。
・次回第三者評価は令和6
年度実施予定。

⑨
職員の資質の向上を行うために、研修の
機会を確保している

13 0

・外部研修（都保健福祉
局、東都社協等）のオンラ
イン研修参加を積極的に
行っている。
・内部研修として資料回覧
や月齢保護者会（学習会)
の内容共有、会議内での
伝達研修の機会も持って
いる。
・職場内OJTの他、外部研
修も推奨している。ZOOM
を利用した研修が定着し
たことで以前よりも研修が
受けやすくなっている。
・研修選択については担
当推薦や研修情報回覧に
て選びやすい状況になっ
ている。

・資格取得等必須なものは今後
も職員体制を調整し計画立てて
機会を確保していく。自己研鑽は
通年で進めることとし、指導後の
時間や長期休暇等の有効活用
も奨励していく。
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⑩
アセスメントを適切に行い、子どもと保護
者のニーズや課題を客観的に分析した上
で、児童発達支援計画を作成している

13 0

・支援計画前に保護者面
談をしご要望等を傾聴し、
十分な時間を設けて丁寧
にアセスメントを行い、支
援計画を立てている。

・児童指導員の経験年数により
アセスメントが熟達するよう今後
も両室長がフォローしていく。

⑪
子どもの適応行動の状況を図るために、
標準化されたアセスメントツールを使用し
ている

13 0

・園児の発達段階に応じた
発達検査（ビネー、新版K
式、ウィスク）を基準にして
いる。

・検査技術については、指導室
長から主任、中堅職員へと、経
験を積みながら高められるよう
助言していく。

⑫

児童発達支援計画には、児童発達支援
ガイドラインの「児童発達支援の提供す
べき支援」の「発達支援（本人支援及び移
行支援）」、「家族支援」、「地域支援」で示
す支援内容から子どもの支援に必要な項
目が適切に選択され、その上で、具体的
な支援内容が設定されている

13 0

・保護者からのアンケート
や個別面談を通して園児
の背景を把握し、ガイドラ
インに沿ってその必要項
目を拾い上げて個別支援
計画を作成している。
・各市の相談支援事業所
から送られてくるサービス
等利用計画とともに作成し
ている。

⑬
児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れている

13 0

・発達課題を的確にとら
え、前期、後期で支援計画
に沿った評価をしている。

⑭
活動プログラムの立案をチームで行って
いる

13 0

・副園長や指導室長・前担
任との引継ぎを行っており
一人のみでの作成はな
い。
・週ごとにグループ担任で
話し合っている。
・グループ担任同士、同じ
年齢や特性が似ているグ
ループなど、情報を共有し
ながら立案している。

⑮
活動プログラムが固定化しないよう工夫
している

13 0

・年間行事予定に沿い、四
季折々のプログラムに発
達課題をあてはめている。
・安定して過ごせるように
一定の活動を行いながら
活動内容を変えたり、季節
の行事を大切にしている。
・見通しがもてる固定プロ
グラムに加え、新しいこと
にも取り組めるようにして
いる。
・子どもの状況によっては
固定することが望ましいこ
ともあるが、常にその時々
のお子さんたちの状況に
合わせた工夫をしている。
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⑯
子どもの状況に応じて、個別活動と集団
活動を適宜組み合わせて児童発達支援
計画を作成している

13 0

・身辺自立と集団参加の
両面で計画は作成されて
いる。
・朝の時間を活用して、月
2回を目安に個別指導の
時間を作っている。
・朝の個別指導、グループ
での指導で得た情報を有
効に活用して支援を広げ
ている。

⑰
支援開始前には職員間で必ず打合せを
し、その日行われる支援の内容や役割分
担について確認している

13 0

・複数担任の場合は前日
の振り返りの段階で確認し
ている。
・朝礼や各グループの担
任間で、日々の指導につ
いて打ち合わせを行った
上で支援に望んでいる。

⑱
支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行
い、気付いた点等を共有している

13 0

・日々の子ども達の様子な
ど支援後に話し合い、情
報交換をすると共に、困難
事例については上司や他
職種、職員に相談しながら
情報を共有している。
・支援記録の作成とあわ
せて職員間で情報共有を
図っている。

⑲
日々の支援に関して記録をとることを徹
底し、支援の検証・改善につなげている

13 0

・日々欠かさずに日案と
日々の記録で子どもたち
の様子を記録し、支援の
検証や改善を行っており、
子ども達の成長・変化につ
いても確認することができ
ている。
・担任、副担任間での情報
共有をその日の内に行っ
ている。

⑳
定期的にモニタリングを行い、児童発達
支援計画の見直しの必要性を判断してい
る

13 0

・前期、後期の2期で見直
しをしている。

㉑
障害児相談支援事業所のサービス担当
者会議にその子どもの状況に精通した最
もふさわしい者が参画している

13 0

・前副園長である相談支
援専門員に、入園担当の
企画相談室長と減反人が
連携している。

・自立支援協議会の子ども部会
に副園長、相談支援部会には前
副園長である相談支援専門員が
参画している。
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㉒
母子保健や子ども・子育て支援等の関係
者や関係機関と連携した支援を行ってい
る

13 0

・各関係機関とは管理監
督職を中心に連携が取れ
ており、ケースや会議を通
して常に連携体制をとって
いる。
・市の保健師とは定期的
に支援状況や情報を報告
している。

㉓

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教
育等の関係機関と連携した支援を行って
いる 12 無回答１

・必要時、関係機関と連携
した支援をしている。

㉔

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連
絡体制を整えている

12 無回答１

・緊急時の対応マニュアル
を作成している。
・今年度は、難病のある子
への対応チャートを作成
し、職員間で共有してい
る。・必要に応じて、保護
者を介して情報を共有して
いる。

㉕

移行支援として、保育所や認定こども園、
幼稚園、特別支援学校（幼稚部）等との
間で、支援内容等の情報共有と相互理解
を図っている

13 0

・就学支援シートや支援計
画や評価表を送ったり引
継ぎ会を行ったりしてい
る。
・幼稚園、保育園へ転園し
たお子さんへ保育所等訪
問支援を行っている。

㉖
移行支援として、小学校や特別支援学校
（小学部）との間で、支援内容等の情報共
有と相互理解を図っている

13 0

・教育委員会の行動観察
や就学資料、支援シートに
細かく記入して、支援内容
の引継ぎと情報共有、相
互理解を図っている。
・毎年入学前後で引継ぎを
行っている。引継ぎは資料
だけでなく、会って細かな
部分まで情報共有してお
り、電話対応もしている。

㉗

他の児童発達支援センターや児童発達
支援事業所、発達障害者支援センター等
の専門機関と連携し、助言や研究を受け
ている

12 1

・市のセンターと情報交換
を行っている。・他のセン
ターからの入園や他セン
ターへの転園時には必要
書類と共に助言をしたり受
けたりしている。

㉘
保育所や認定こども園、幼稚園等との交
流や、障害のない子どもと活動する機会
がある

６
△１

５
無回答

１

・園児のごきょうだいなども
送迎や園庭開放・行事な
どに参加するため、自然と
交流する機会になってい
る。

・以前行ったこともあったが、幼
保交流プログラムを打合わせる
時間も十分取れず、ただ一緒に
いただけとなり、プログラムとして
は成立しなかった。プライバシー
やニーズの違いからも一律のプ
ログラム化には慎重になり致し
方ないとしている。
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㉙
（自立支援）協議会子ども部会や地域の
子ども・子育て会議等へ積極的に参加し
ている

13 0

・定例部会には毎回積極
的に参加している。卒園生
が通う放ディ等と情報交換
もしている。

㉚
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について
共通理解を持っている

13 0

・日々の送迎時に情報交
換をすると共に、支援計画
書、連絡帳や面談を通し
て、子どもの様子や課題
について話し合う機会を設
け常に今日理解が保たれ
るよう工夫している。

㉛

保護者の対応力の向上を図る観点から、
保護者に対して家族支援プログラム（ペ
アレント・トレーニング等）の支援を行って
いる

13 0

・ペアトレは、副園長と専
門員がペアで行っている。
今年度は数名父親参加も
あり支援の幅が広がり深
められている。また、ペアト
レの内容は担任と情報共
有し、担任も家庭での様子
を知る機会になっている。
・毎月の保護者会・学習会
を行うことも含めて、対応
力の向上を図る環境を整
えている。

㉜
運営規程、利用者負担等について丁寧な
説明を行っている

13 0

・入園時契約時に、丁寧に
説明を行っている。

㉝

児童発達支援ガイドラインの「児童発達
支援の提供すべき支援」のねらい及び支
援内容と、これに基づき作成された「児童
発達支援計画」を示しながら支援内容の
説明を行い、保護者から児童発達支援計
画の同意を得ている

13 0

・保護者からの要望は丁
寧に聞き取り(文章、面談、
連絡帳）、その際支援内容
を丁寧に説明し、それで作
成した支援計画書を熟読
してもらい、変更点などあ
れば修正し、納得の上サ
イン及び押印いただいて
いる。

㉞
定期的に、保護者からの子育ての悩み等
に対する相談に適切に応じ、必要な助言
と支援を行っている

13 0

・日々積極的にコミュニ
ケーションを図っており、
随時相談支援できる体制
を整えている。
・今年度からコロナで中止
になっていた家庭訪問が
再開し、家庭状況を踏まえ
た助言や支援が行いやす
くなった。
・週2回目安の連絡帳のや
り取りや、必要に応じて面
談を行っている。また登降
園時の会話・傾聴を通して
支援をしている。
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㉟
父母の会の活動を支援したり、保護者会
等を開催する等により、保護者同士の連
携を支援している

13 0

・毎月の保護者会開催や
グループ別懇談会、家族
交流会等、保護者同士の
連携支援に特に力を入れ
ている。
・卒園後も同窓会行事を
行っている。

・コロナ禍ゆえ同窓会行事はこ
れまで中止せざるを得なかった
が、今後は状況をとらえつつ工
夫してできるだけ機会を設けた
い。

㊱

子どもや保護者からの相談や申し入れに
ついて、対応の体制を整備するとともに、
子どもや保護者に周知し、相談や申入れ
があった場合に迅速かつ適切に対応して
いる

13 0

・指導日のほとんどを面談
可能日にしており、副園長
や担任による相談支援、
その他の申し入れは園長
が対応する等体制を整え
ている、早急に対応できる
ようにし、必要時関係担当
と会議し、迅速適切に対応
している。

㊲
定期的に会報等を発行し、活動概要や行
事予定、連絡体制等の情報を子どもや保
護者に対して発信している

13 0

・直近１～２か月の「がくえ
んだより」や、毎週の予定
を担任から「おたより」し、
卒園生も含めた全員に「会
報いたる」（年２回）を発行
し情報発信している。

㊳ 個人情報の取扱に十分注意している

13 0

・パソコンやUSBの取り扱
いを徹底している。
・昨年度は多くの職員が個
人情報の取り扱いに関す
る研修を受け、新しい知識
を得ることができた。
・個人情報は鍵のかかる
場所に保管している。
・実習生にも周知徹底を
図っている。

㊴
障害のある子どもや保護者との意思の疎
通や情報伝達のための配慮をしている

13 0

・「伝える」「受信する」を
モットーにマカトンサインを
使ってコミュニケーションし
ている。マカトンサインの
他にも、絵カード・写真
カード・表情・口調等を活
用している。
・個々の特性、性格、状況
に応じて、伝え方は配慮す
るように日々心がけてい
る。
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㊵
事業所の行事に地域住民を招待するな
ど地域に開かれた事業運営を図っている

5

７
無回答

１

・保護者のデリケートな心
理面を配慮して一般公開
についてはプライバシー保
護の立場からも安易にし
ないとしている。
・園の行事のいたるまつり
には日頃から地域連携し
ている作業所と同窓会有
志が出店しており、運動会
には第三者委員や教育委
員会就学相談員を招待し
ている。

・コロナ禍で同窓会行事が中止
となったり、各行事が短縮、分散
となったりし、地域住民との交流
も残念ながら限定的な状況が続
いている。

㊶

緊急事対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアル等を策定し、
職員や保護者に周知するとともに、発生
を想定した訓練を実施している

13 0

・一通りマニュアルは整備
されており、必要に応じて
更新を行っている。
・防犯対応は毎日お散歩
プログラムがあるので、職
員会議等で随時注意喚起
している。避難訓練は防火
防災管理責任者が中心と
なり、感染症対応は副園
長と看護師が中心となり実
施している。

㊷
非常災害の発生に備え、定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行っている

13 0

・地震や火災、浸水など、
毎月、さまざまな災害を想
定した避難訓練を行ってい
る。
・年2回、保護者への引き
渡し訓練を行っている。
・訓練実施後にフィード
バックを行い気づきや改善
点等その都度共有してい
る。
・年に一度、直接消防職員
による消火訓練と通報訓
練を行っている。

・新任職員もいるので、子ども達
の避難だけでなく、ドアの開け閉
めなど基本的な災害時対応につ
いても対応方法を共通認識でき
るようにしていく。

㊸
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作
等の子どもの状況を確認している

13 0

・看護師と連携し入園時に
保護者に確認している。
・対応チャートや受診可能
な病院リストなど、その都
度確認し更新している。

㊹
食物アレルギーのある子どもについて、
医師の指示書に基づく対応がなされてい
る

13 0

・園共通のアレルギー除去
の申請書を作成している。
・入園時、医療情報提供書
やアレルギー除去食申請
書等の提出を求め、アレ
ルギー除去申請があった
場合は、管理職、指導部、
栄養士、看護師で情報共
有をしながら個々に合わ
せた対応を行っている。そ
の後も年１回～は指示書
を出してもらい、アレル
ギーの変化に対応しなが
ら行っている。
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常
時
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応
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㊺
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で
共有している

13 0

・朝会など利用しながら職
員間で情報共有をしてい
る。
・指導看護日誌に必ず記
入し園長以下共有できる
ようにしている。
・作成した事例報告書は職
員間で共有している。

㊻
虐待を防止するため、職員の研修機会を
確保する等、適切な対応をしている

13 0

・職員会議にて虐待防止
をテーマに学んできてい
る。・令和４年度の義務化
に伴い、①虐待防止委員
会の設置、②従業員への
研修の実施、③虐待防止
等のための責任者の設置
を取り決めている。

㊼

どのような場合にやむを得ず身体拘束を
行うかについて、組織的に決定し、子ども
や保護者に事前に十分に説明し了解を
得た上で、児童発達支援計画に記載して
いる

13 0

・入園時の契約時に保護
者には十分に説明を行い
同意を得たうえで契約を結
んでいる。
・現在支援計画に記載す
るほどやむを得ない身体
拘束が必要な状況の園児
はいない。

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。


